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令和 3年度第 2回龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会 会議録 

 

 記 録 者 渡部 賢 

供 覧 

市 長 副 市 長 部 長 課 長 課 長 補佐 
主 査 

係 長 
グ ル ー プ 員 

       

件 名 令和 3年度第 2回龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会 

年 月 日 令和 4年 1月 26日（水） 

時 間 午前 10時から午前 10時 40分まで 

場 所 市役所 5階全員協議会室 

出 席 者 

【委 員】 

高口央会長 飯岡茂委員 後藤貴世委員 小島敏子委員 小林譲委員 

嶋田一郎委員 杉野美左子 辰澤修一委員 平野憲治委員 加藤勉委員 

石川賀杜代委員 川北洋子委員 

（12名/15名） 

【事務局】 

介護福祉課 佐々木課長 

介護保険グループ 羽部課長補佐 渡部主査 

高齢福祉グループ 福田課長補佐 中嶋主査  

健幸長寿課 友信課長 

 地域包括支援センター 篠原課長補佐 石橋主査 

（8名） 

傍 聴 人 数 0名 

議 事 

(1) 地域包括支援センターの機能強化等について 

(2) 第 8期計画内施策の業務進捗について 

(3) その他 

事 務 局 

本日は，ご多忙な中，ご参集を賜り，ありがとうございます。 

ただ今より，令和 3年度第 2回龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事業運営協議会を開

催させていただきます。 

それでは，会議に先立ちまして，高口会長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。 

高口央会長 

おはようございます。新年早々から慌ただしい情勢となっておりますが，そのよう

な中お集まりいただきありがとうございます。厳しい情勢の中ではありますが，本年

もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんにご協力をいただき円滑な進行を努めさ

せていただければと思っております。 

改めて，皆様方にご協力をお願い申し上げまして，簡単ではありますがあいさつと

させていただきます。 

事 務 局 

ありがとうございました。 

それではここで，本日の委員の出席状況をご報告いたします。委員総数 15 名のと

ころ 12 名の委員の方が出席されております。定足数に達しておりますので，条例第

6条第 2項の規定により，本協議会が有効に成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

これより高口会長に議長として議事進行をお願いしたいと存じます。 

高口会長，よろしくお願いいたします。 
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高口央会長 

それでは議事を進めてまいりますので，ご協力のほど，よろしくお願いいたしま

す。 

はじめに，本日の会議の議事録署名人の選任でございますが，小林譲委員，加藤勉

委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 
 
（会場より「異議なし」の声が上がる。） 
 

それでは，議事録署名人は，ご両名にお願いしたいと思います。本日の会議録がま

とまりましたら，ご確認の上，ご署名いただけますようお願いいたします。 

次に議事に入ります前に，本日の資料について事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 

本日の資料は全部で 2つございます。すべて事前にお送りしたものになりますが，

資料の名称は， 

資料（1）地域包括支援センターの機能強化等について 

資料（2）第 8期計画内施策の業務進捗について 

でございます。 

また，お手元には本日の「会議次第」を配付させていただいております。以上，不足

等がございましたら，お申し出くださいますようお願いいたします。配付資料につき

ましては，以上になります。 

高口央会長 
それでは本日の次第に従い議事に入ります。まず，議題（1）地域包括支援センタ

ーの機能強化等についてでございます。事務局より説明願います。 

事 務 局 （配付資料に基づき健幸長寿課担当が説明。） 

高口央会長 

ありがとうございました。 

ただ今，事務局から説明がありましたが，ご質問等ございましたら，お願いいたし

ます。 

辰澤修一委員 
 包括支援センターを公募するとありますが，これは一般の介護事業を行っている事

業所を対象に考えているのですか。 

事 務 局 

在宅介護支援センターが，市内に竜成園，牛尾病院，涼風苑と 3ヶ所あり，そちら

を想定して協議を始めております。最終的には公募となりますが，社会福祉法人及び

医療法人等が対象になるものと考えております。一般の民間企業等は想定しておりま

せん。 

高口央会長 
その他いかがでしょうか。 

それでは，続きまして議題（2）第 8 期計画内施策の業務進捗についてでございま

す。事務局より説明願います。 

事 務 局 （配付資料に基づき介護福祉課高齢福祉グループ担当が説明。） 

高口央会長 
ただ今，事務局から説明がありましたが，ご質問等ございましたら，お願いいたし

ます。 

小林譲委員 
総合福祉センターの今後のことですが，個人と団体で利用できる施設を区別すると

ありますが，どの施設を個人が使えるもの，団体が使えるものとして想定しています

か。 

事 務 局 

 資料（2）の 2 ページ中ほどに総合福祉センター内の各居室が記載されています。

今回の条例改正により個人利用ができるのは浴室，健康器具室，集会室。一方，団体

利用にご利用いただける施設，いわゆる居室については教養娯楽室，多目的室，会議

室と位置付けています。 
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高口央会長 その他いかがでしょうか。 

平野憲治委員 

同じく 2ページの１．改正理由の最後に「高齢者団体をはじめ，施設の利用率アッ

プに向けた利活用が容易にできるよう改正する」とありますが，高齢者は総合福祉セ

ンターまで行くのが非常に困難です。マイカーで行ける方は良いのですが，それ以外

の方からは不便を感じているという話をよくお聞きします。その点はどのようにお考

えでしょうか。 

事 務 局 

マイカー以外の方についてはコミュニティバスを利用してお越しいただきたいと

考えています。コミュニティバスは 2年ほど前にダイヤの改正とあわせてルートの見

直しがあり，竜ヶ崎駅を拠点としたシャトルバスが新たに加わるなど，比較的総合福

祉センターへはアクセスしやすいような形になっています。ただ，実際問題として，

色々な場所から直接行けないという声は届いており，その点は課題であると認識して

おります。 

平野憲治委員 

ルートについては問題無いのですが，開催時間に合わせようとしても，なかなかそ

れに合わせられない。それで不参加になる方が多い。そこで，総合福祉センター自体

でマイクロバスなど，教室やイベントがある時に運行してくれる，こういう仕組みを

考えてはいかがでしょう。 

事 務 局 
ご意見ありがとうございます。指定管理者の社会福祉協議会と研究を重ねたいと思

います。 

高口央会長 その他いかがでしょうか。 

辰澤修一委員 
1点ほどお聞きいたします。 

総合福祉センターが老朽化したということで移転するという話がありましたが，ど

うなったのでしょうか。 

事 務 局 

先程の説明で少し触れたのですが，総合福祉センターは平成元年の開設で 30 年以

上経過していることなどから新保健福祉施設の中にその機能を移すという話があり

ました。しかしながら，その基本構想策定から数年が経過し状況が大きく変わりつつ

ある中で，令和 2年度に考え方を，改めて整理・検証した結果，引き続き現行のまま

継続していくこととなりました。 

高口央会長 
 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 議事につきましては，以上となります。最後に事務局から連絡事項等がございまし

たら，お願いいたします。 

事 務 局 

本年度の運営協議会は，本日で最後となります。 

委員の皆さまのご協力によりまして，各回の会議が円滑に進み，無事終了いたしま

したことを，この場をお借りいたしまして，御礼申し上げます。 

来年度の予定といたしましては，第 8期計画の事業実施報告をはじめとする進行管

理，さらには次期計画となります，第 9期計画の策定に先立ちまして，アンケート調

査を実施する予定もありますことから，委員の皆さまには，これらに向けたご審議等

をお願いする予定でございます。 

また，その他，条例上で当協議会が所管する事案が生じた際には，随時，開催させ

ていただきますが，これらの時期につきましては，現時点で未定でございます。 

具体の開催が決定いたしましたら，開催通知により，委員の皆さまにご連絡させて

いただきますので，よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 
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高口央会長 
それでは，以上をもちまして，令和 3年度第 2回龍ケ崎市高齢者福祉・介護保険事

業運営協議会を閉会とさせていただきます。 

ご審議にご協力をいただき，ありがとうございました。 

 

 

 

上記については，令和 4年 1月 26日に開催された，令和 3年度第 2回龍ケ崎市高齢者福祉・介護 

保険事業運営協議会の会議録に相違ないことを確認したので署名する。 
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